
「東三河まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」に対する意見募集について 

※意見募集は終了しました。 

 

 

■意見募集対象 

 東三河まち・ひと・しごと創生総合戦略（案） 

 

■意見募集期間 

 令和６年 10月 31日（木）から令和６年 11月 29日（金）午後５時まで 

 

■意見の提出方法・提出先※意見募集は終了しました。 

 ご意見は、別添様式に提出日、住所、氏名、連絡先を記載のうえ、郵送・ＦＡＸ・電子メー

ルまたは持参により提出してください。 

 なお、電話（口頭）でのご意見は、受付できませんのでご了承ください。 

 ・住 所  〒440-0806 愛知県豊橋市八町通二丁目 16番地（豊橋市職員会館 4階） 

・ＦＡＸ  0532-56-1555 

・電子メール  somu@union.higashimikawa.lg.jp 

 

■資料の閲覧場所 

 ・東三河広域連合のホームページ（http://www.east-mikawa.jp/） 

・東三河広域連合総務課 

・豊橋市役所政策企画課、豊川市役所企画政策課、蒲郡市役所企画政策課、新城市役所企画

調整課、田原市役所企画課、設楽町役場企画ダム対策課、東栄町役場総務課、豊根村役場

振興課 

 

■意見への対応 

・提出いただいたご意見は、東三河広域連合が本年度末までに策定する本戦略の参考とさせ

ていただきます。 

・ご意見に対して個別に回答はいたしませんのでご了承ください。 

・提出いただいたご意見は、個人情報を除いて公開する場合があります。 

 

■問合せ先 

東三河広域連合総務課 

〒440-0806 愛知県豊橋市八町通二丁目 16番地（豊橋市職員会館 4階） 

電話 0532-35-6003 FAX 0532-56-1555 電子メール somu@union.higashimikawa.lg.jp 

東三河広域連合では、東三河８市町村が一体となって共通の地域課題に取り組むため、

第３期「東三河まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」を作成しました。つきましては、

地域の皆様から意見を募集いたします。 
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